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証明書コンビニ交付サービスの導入について 
 

 

市民部市民課 

財政部納税課 

本市では、住民票の写しや印鑑登録証明書などの証明書をコンビニエンスストアで交付するサービス

を導入します。全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機を利用して、早朝から夜

まで、土・日曜日、祝日も証明書の交付が可能となります。 

なお、所得証明書、所得課税証明書、戸籍の附票、戸籍謄本・抄本のコンビニ交付サービスについて

は、県内初の導入になります。 

 

記 

 

１ 証明書コンビニ交付サービスの導入 

（１）サービス開始日 平成２８年１０月１１日（火） 

（２）対象店舗  セブン－イレブン、ローソン、セーブオン、 

ファミリーマート、サークルＫサンクスほか 

（全国約５万店舗） 

（３）サービス提供時間 午前６時３０分～午後１１時 

（４）対象証明書  窓口において特に請求の多い証明書であって定型的なものを対象とする。 
 

対象証明書 県内他市の状況・特記事項 

① 住民票の写し 
前橋市・高崎市／平成２８年１月にサービス開始済み 

② 印鑑登録証明書 

③ 所得証明書 
県
内
初 

 

④ 所得課税証明書  

⑤ 戸籍の附票 本籍地が本市にあって、住民登録地が本市以外

の人に対しても戸籍証明書の交付が可能 ⑥ 戸籍謄本・抄本 

※ 伊勢崎市手数料条例ほか関連議案を９月議会に上程する予定です。 

 

２ マイナンバーカードの交付促進 

証明書コンビニ交付サービスの導入に当たって、マイナンバーカードの交付を促進するため、８月・

９月をマイナンバーカード交付促進強化月間と位置づけ、新たに「申請時来庁方式」による申請方法

を採用するとともに、マイナンバーカード申請用の顔写真の無料撮影サービスを実施します。 

申請者本人が受付窓口へ必要書類（マイナンバーの通知カード、本人確認書類（免許証など）、認

印など）を持参すれば、顔写真の無料撮影を行い、そのまま申請を受け付けることができます。また、

従来の「交付時来庁方式」と異なり、手続きの時間も５～１０分程度で済みます。 

なお、市民サービスセンター宮子・あずまでは、顔写真を持参していただく必要がありますが、土・

日曜日、祝日も午前１０時から午後７時までマイナンバーカードの申請を受け付けています。 
 

無料撮影サービスの受付窓口・受付期間 

受付窓口 受付期間 

本 庁 マイナンバーカード特別交付窓口（東館１階） 平成２８年８月１日（月）～ 【通年】 

各支所 各支所住民福祉課 平成２８年８月１日（月）～９月３０日（金） 

 

 

 問い合わせ先 市民課 新井・関根 ℡0270-27-2727  


